
構造改革特別区域計画 

 
１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

 
   倉敷市 
 
２ 構造改革特別区域の名称 

 
   「国際文化都市倉敷」英語教育推進特区 
 
３ 構造改革特別区域の範囲 

 
   倉敷市の全域 
 
４ 構造改革特別区域の特性 

 
 （１）「ひと、輝くまち 倉敷。」構想に基づき２１世紀の都市形成を進める倉敷市 

    倉敷市は，人口４４２千人で，岡山県の南部に位置し，瀬戸内海に面してい

るため気候は温暖である。倉敷地区，水島地区，児島地区，玉島地区の４地区か

らなり，美観地区等の観光業，水島工業地帯の製造業，児島地区の繊維産業，玉

島地区の木工芸等が盛んである。平成１４年度から中核市に移行した。本市には，

市立幼稚園５１園，市立小学校５４校，市立中学校２３校，市立高等学校６校が

あり，学校教育に対する市民の関心は非常に高い。 
本市は子どもからお年寄りまで，みんなが元気で生き生きと暮らせるまち「ひ

と、輝くまち 倉敷。」の実現を目指して「拠点都市」，「国際文化都市」，「福祉

文化都市」の構想を掲げ，中核都市としての発展，市民生活の向上に努めてきて

いる。 
    恵まれた自然環境や先進的・国際的な精神に支えられた歴史，芸術，文化な

どの資源を有し，全国レベルの観光地としても有名であり，数多くの外国人観光

客も訪れている。世界に４つの姉妹都市を持ち，小・中学校の児童生徒を含め活

発な国際交流が行われている。 
    平成１６年に「国際文化都市」構想を策定し，次世代を担い国際人として倉

敷市に貢献する人材の育成に努めてきている。 
 
 （２）急速に国際化が進展する倉敷市 

倉敷市には，現在 4,665 人の外国人が在住しており，外国から毎年約 15,000
人の観光客が訪れている。平成１５年度には，１１カ国１７５人の外国人が本市

長を表敬訪問するとともに，市内の小学校７校，中学校８校，高等学校３校を視

察訪問している。また，倉敷市は次の４都市と姉妹都市提携をしている。 
・サンクトペルテン市 （オーストリア）  昭和３２年姉妹都市提携 



・カンザスシティー市 （アメリカ）    昭和４７年姉妹都市提携 
・クライストチャーチ市（ニュージーランド）昭和４８年姉妹都市提携 
・鎮江市       （中国）      平成 ９年姉妹都市提携 
特に，クライストチャーチ市からは，毎年「クライストチャーチ市学生親善使

節」として本市の中学生１６人がクライストチャーチ市を訪れたり，クライスト

チャーチ市の学生が本市の小学校に訪れ交流を深めたりしている。また，市立

小・中学校には現在１２３人（小８２人，中４１人）の外国人の児童生徒，５０

人（小４７人，中３人）の帰国児童生徒が在籍している。このように，学校にお

いても国際化が着実に進展してきている。 
 
 （３）小学校における英語教育を推進する倉敷市 

    倉敷市では，従来から市単独事業として英語指導助手を２２名雇用し中学校

に配置し，英語教育の充実に努めてきた。平成１４年度からは，小学校にも英語

指導助手を派遣し小学校英語活動に着手した。翌平成１５年度には英語指導助手

６名を小学校英語活動専任として配置し，すべての市立小学校（５４校）におい

て英語活動を実施してきた。 
    また，平成１５年度から市立小学校１校を小学校英語活動研究指定校に指定

し効果的な指導方法に係る調査研究を行っており，小学校における英語科設置も

視野に入れた取組を進めている。 
    平成１６年度は，倉敷市で雇用する英語指導助手を２名増員し２４名体制と

し，そのうち８名を小学校英語活動専任として配置し，各クラス月１，２回の協

同授業が実施できるようにしている。すべての市立小学校が年間２０時間前後の

英語活動を実施する見込みであり，現在「総合的な学習の時間」に位置付けてい

る英語活動は質的に教科的な扱いとなりつつある。 
 
５ 構造改革特別区域計画の意義 

 
倉敷市は「ひと、輝くまち 倉敷。」を町づくりの基本理念とし，「国際文化都市」

構想に基づいて，姉妹都市をはじめとする国内外の都市間の交流の推進，倉敷を訪れ

る外国人に優しい環境整備，倉敷市の歴史，芸術，文化を外国に伝える文化交流など

のプロジェクトを展開する中で積極的な国際交流に努めてきている。 
このような倉敷市を取り巻く状況の中で，国際人として次世代を担い，倉敷市に貢

献する人材の育成，すなわち「実践的コミュニケーション能力の基礎を基盤としたよ

り高い英語力」や「異なる文化を持つ人々とも相互理解を深め，お互いの文化や習慣

を尊重していこうとする態度」，「郷土倉敷の歴史，芸術，文化を再認識し外国の人に

英語で伝える力」を身に付けた児童生徒の育成が重要であると考えている。 
倉敷市の「国際文化都市」構想に基づき，郷土に根ざした国際人として社会貢献で

きる人材育成を図るためには，幼稚園や小学校の早い段階から英語を通して外国人と

触れ合うことで外国や異文化への興味・関心を喚起し，小・中学校が連携して英語教

育を推進していくことが効果的であると考える。そこで，幼稚園から中学校卒業まで



の１１年間を３つの段階に分け，それぞれの発達段階に応じて目標を設定するととも

に次の取組を行う。 
 

【第１段階】幼稚園から小学校第２学年の４年間 
目標： 英語による歌や言葉遊び，ゲーム等のふれあい活動等を通して，国際理解

の基礎を培う。 
 
取組： 「くらしきグローバルフレンドシップ事業」の実施 
     地域に在住している外国人又は外国に長年在住し帰国した地域の人を招

き，英語による歌や言葉遊び，ゲームなどのふれあい活動を通して，外国

や英語への興味・関心を育て，親しみを持って外国人にかかわっていくこ

とができるようするなど，国際理解の基礎を培う。 
 

【第２段階】小学校第３学年から第６学年の４年間 
目標： 聞いたり話したりする活動を中心とした英語活動を通して身近な暮らしに

かかわる基本的な会話表現を身に付けさせ，異文化コミュニケーションの基

礎の基礎を培う。 
取組： 第３学年から第６学年の教育課程に教科「英語科」の新設 

各学年では４５分の単位時間で，第３学年から第４学年では年間２０時

間，第５学年から第６学年では年間３５時間の授業時数を実施する。（平

成１９年度全校実施） 
      倉敷市小学校英語科カリキュラムの作成 

倉敷市小学校英語科カリキュラムに基づき，系統的な指導計画のもと学

級担任が授業を行い，１クラス月平均２時間程度ネイティブスピーカーの

英語指導助手と協同授業も行う。（平成１９年度全校実施） 
      児童英検（財団法人日本英語検定協会主催）への受検促進 

倉敷市立小学校を児童英検（財団法人日本英語検定協会主催）の「グル

ープ会場」として設定し，児童が当英語検定を受験しやすい環境を整え，

児童の英語学習に対する意欲を高める契機とする。 
 

【第３段階】中学校の３年間 
目標： 聞いたり話したりする学習内容をさらに充実することにより，身近な事柄

について自分の考えを伝えることができるようにし，実践的コミュニケーシ

ョン能力の育成を図る。 
取組： 英語科の授業時数の拡充 

英語科の授業時間数を全学年年間１０５時間から１４０時間に拡充し，

授業内容の充実を図る。 
英語による郷土倉敷の発信 

各学年の選択英語の学習内容に工夫を凝らして，郷土倉敷の歴史や文化

を再認識し英語で発信できるようにする。 



ネイティブスピーカーの非常勤講師による授業の充実 

臨時免許状を有するネイティブスピーカーを非常勤講師として雇用し，

各クラス週１時間程度，教科担任として単独で英会話を中心とした授業を

行ったり日本人英語教師と協同で授業を行ったりする。（平成１９年度全

校実施） 
        平成１７年度から臨時免許状を有するネイティブスピーカーを非常勤講

師として数名雇用し，平成１８年度にはさらに雇用を増やす。平成１９年

度にはすべての市立中学校に臨時免許状を有するネイティブスピーカーを

配置し，英会話を中心とした授業を実施する。 
 
英語検定への受検促進 

倉敷市立中学校を英語検定（財団法人日本英語検定協会主催）の「準会

場」として設定し，生徒が当英語検定を受験しやすい環境を整え，生徒の

英語学習に対する意欲と英会話力を高める契機とする。 
 

本計画を実施することで，中学校を卒業した段階で，英語による実践的コミュニケ

ーション能力を身に付け，異なる文化をもった人々と相互理解を深めながらお互いを

尊重し合い，訪れる外国人に郷土倉敷の歴史，芸術，文化を英語で伝えるなど，「国

際文化都市」を形成する市民の一員として国際性の涵養が図られ，将来様々な経済活

動等の分野で社会貢献できるようになると考える。 
 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

 
  「ひと、輝くまち 倉敷。」再生計画４(2)ロの記述と同じ。 
 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

 
  「ひと、輝くまち 倉敷。」再生計画５ロの記述と同じ。 
 
８ 特定事業の名称 

 
  構造改革特別区域研究開発学校設置事業（特別措置番号：８０２） 
 
９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関連す

る事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

 
 （１）「くらしきグローバルフレンドシップ事業」 
    地域に在住している外国人又は外国に長年在住し帰国した地域の人等を招き，園

児・児童に発達段階に応じて英語による歌や言葉遊び，ゲームなどのふれあい活動

を通して，外国や英語への興味・関心を育て，親しみを持って外国人にかかわって



いくことができるようするなど，国際理解の基礎を培う。 
 
 （２）倉敷市小学校英語科カリキュラム検討委員会（仮称）の開催 
    平成１９年度にすべての倉敷市立小学校で「英語科」を設置し，系統的な指導計

画のもと英語教育を行っていくため，学識経験者や学校関係者等で構成する倉敷市

小学校英語科カリキュラム検討委員会（仮称）を設置し，倉敷市独自の小学校英語

科カリキュラム，評価基準及び指導組織体制・指導方法について小中学校の英語教

育の連携を視野に入れながら幅広く調査研究を行う。 
 
 （３）教員及び英語指導助手の指導力向上のための研修事業 
    教員及び英語指導助手の指導力の向上を図るため，各種研修を継続して実施して

いくとともに，小学校学級担任，中学校英語科担当教員及び英語指導助手を対象に

した効果的な英語指導方法などの研修を行う。構造改革特別区域研究開発校におい

ては，授業を公開し，他校の教員を含めた相互参観を行い，実践的な研修の場とし

ていく。 
 
 （４）倉敷市長杯英語スピーチコンテストの新設 
    倉敷市の中学校英語教育の一層の充実を図るため，倉敷市長杯英語スピーチコン

テストを新設する。英語教育で身に付けた英語表現力を発揮し，身近な事柄や郷土

倉敷などについて自分の考えを英語で多くの人に話す機会を用意し，英語学習の動

機付けとする。成績優秀者を顕彰することで，他の生徒の英語学習の動機付けとす

る。 
 
 （５）国際課による英語教育関連事業の充実 
    倉敷市では，国際課によって様々な国際交流事業を行っている。その中で英語教

育に関連する事業としては，「倉敷イングリッシュキャンプ事業」，「クライストチ

ャーチ市学生親善使節事業」，「カンザスシティー市学生親善使節事業」等が挙げら

れる。それぞれの事業に毎年多くの中高校生が参加をしており，英語を用いて実際

に外国人とコミュニケーションを図る場を設定し，大きな成果をあげている。 
    今後，事業規模の拡大もしくは同様の事業の新設を視野に入れて，これらの事業

を継続し，国際理解の浸透と英語教育を推進する。 
 
（６）英語教育における小中学校の連携 

中学校区を単位に小中学校が連携を深めていくために，中学校の英語教師が小学

校で授業を行ったり，中学生と小学生がともに英語を学び合ったりする機会を設定

する。 
 
 （７）市民を対象にした英会話講座の開催 
    公民館や市民学習センター主催による社会人対象の英会話教室を今後も一層拡

大・充実していく。 



別紙 
 
１ 特定事業の名称 

 
  構造改革特別区域研究開発学校設置事業（特別措置番号：８０２） 
 
２ 当該規制の特別措置の適用を受けようとする者 

 
  特区内の倉敷市立小・中学校全校 
 
３ 当該規制の特別措置の適用の開始の日 

 
  構造改革特別区域計画の認定の日から 
 
４ 特定事業の内容 

（１） 事業に関与する主体 
倉敷市 

 
 （２）事業が行われる区域 
     倉敷市立小・中学校全校 
 
（３）事業の実施期間 

倉敷市立中学校においては，全校で平成１７年度から実施する。倉敷市立小学

校においては，平成１７年度には４校，平成１８年度には１２校で実施し，平成

１９年度には全小学校で実施する。平成２３年度に事業についての評価・見直し

を行う。 
 
（４）事業の内容 

   ① 実施内容 
    ア 小学校 

・ 第３学年から第６学年の教育課程に「英語科」を新設し，各学年では４５

分の単位時間で，第３学年から第４学年では年間２０時間，第５学年から第

６学年では年間３５時間の授業時数を設定する。（平成１９年度全校実施） 
・ 倉敷市小学校英語科カリキュラムに基づき，系統的な指導計画のもと学級

担任が授業を行い，１クラス月平均２時間程度英語指導助手と協同授業も行

う。（平成１９年度全校実施） 
    イ 中学校 

・ 英語科の授業時間数を全学年年間１０５時間から１４０時間に拡充し，授

業内容の充実を図る。 
・ 臨時免許状を有するネイティブスピーカーを非常勤講師として雇用し，各



クラス週１時間程度，教科担任として単独で英会話を中心とした授業を行っ

たり日本人英語教師と協同で授業を行ったりする。（平成１９年度全校実

施） 
・ 各学年の選択英語の学習内容に工夫を凝らして，郷土倉敷の歴史や文化

を再認識し英語で発信できるようにする。 
 
   ② 倉敷市小学校英語科カリキュラム全面実施に係る移行措置 
     倉敷市小学校英語科カリキュラムの全面実施は，平成１９年度からとするもの

とし，平成１７年度及び１８年度を移行措置期間とし段階的に教育課程を導入す

る。そのために，学識経験者や学校関係者等で構成する倉敷市小学校英語科カリ

キュラム検討委員会（仮称）を設置し，倉敷市独自の小学校英語科カリキュラム，

評価基準及び指導組織体制・指導方法について小中学校の英語教育の連携を視野

に入れながら幅広く検討を行う。 
     平成１７年度は，構造改革特別区域研究開発学校として小学校４校を指定し    

第３学年から第６学年の教育課程に「英語科」を新設し，第３学年から第４学年

では年間２０時間，第５学年から第６学年では年間３５時間の授業を行う。また，

授業を公開して実践的な研修の場としたり，カリキュラム研究や教材開発，指導

法について研究したりして，その成果をもとにして倉敷市小学校英語科カリキュ

ラムの改善にも生かす。 
     平成１８年度には，構造改革特別区域研究開発学校として小学校１２校を指定

し，平成１９年度の全校実施に向けて研究を行う。 
 
   ③ 事業に関連する内容 
    ・ 小学校第１，２学年においては，地域に在住している外国人又は外国に長年

在住し帰国した地域の人を招き，英語による歌や言葉遊び，ゲームなどのふれ

あい活動を通して，外国や英語への興味・関心を育て国際理解の基礎を培う。 
    ・ 学識経験者や学校関係者等で構成する倉敷市小学校英語科カリキュラム検討

委員会（仮称）を設置し，倉敷市独自の小学校英語科カリキュラム，評価基準

及び指導組織体制・指導方法について小中学校の英語教育の連携を視野に入れ

ながら幅広く検討を行う。 
    ・ 倉敷市長杯英語スピーチコンテストを新設して，中学校英語教育の振興を図

る。成績優秀者を顕彰することで，他の生徒に英語学習を奨励する。 
    ・ 中学校区を単位に小中学校が連携を深めていくために，中学校の英語教師が

小学校で授業を提供したり，中学生と小学生がともに英語を学び合ったりする

機会を設定する。 
    ・ 教員及び英語指導助手の英語指導力の向上を図るため，各種研修を継続して

実施していくとともに，小学校学級担任，中学校英語科担当教員及び英語指導

助手を対象にした，小中学校における効果的な英語指導方法などの研修を行う。 
    ・ 国際課による英語教育に連携する事業の「倉敷イングリッシュキャンプ事

業」，「クライストチャーチ市学生親善使節事業」等を継続及び推進していく。 



 

５ 当該規制の特別措置の内容 

 （１）特例措置の必要性 
    急速に進展する国際社会の中で，しっかりとした国際感覚と実践的コミュニケー

ション能力の基礎を身に付けた２１世紀を担う人材の育成が求められている。特に，

外国人とコミュニケーションを図る際，英語は国際的共通語としての役割を果たす

ため，英語力の習得は重要である。しかし，従来日本人の多くは英語会話力が不十

分であると言われ，文部科学省においても「英語が使える日本人の育成のための戦

略構想・行動計画」を策定し，これからの英語教育について改善を進めている。 
 このような状況の中で，倉敷市においても外国からの訪問客だけではなく，市内

に在住して経済活動を行う外国人も増加してきており，外国人と市民が快適に暮ら

していける環境整備を含めた町づくりが必要になってきた。平成１６年度に，本市

は「ひと、輝くまち 倉敷。」を町づくりの基本理念とし，「国際文化都市」構想に

基づいて，姉妹都市をはじめとする国内外の都市間の交流の推進，倉敷を訪れる外

国人に優しい環境整備，倉敷市の歴史，芸術，文化を外国に伝える文化交流などの

プロジェクトを展開する中で積極的な国際交流の町づくりに努めてきている。 
このような倉敷市を取り巻く状況の中で，国際人として次世代を担い，倉敷市に

貢献する人材の育成，すなわち「実践的コミュニケーション能力の基礎を基盤とし

たより高い英語力」や「異なる文化を持つ人々とも相互理解を深めていこうとする

態度」，「郷土倉敷の歴史，芸術，文化を再認識し外国の人に英語で伝える力」を身

に付けた児童生徒の育成が必要である。 
    倉敷市では，これまでも市立小・中学校に英語指導助手を雇用し，中学校には各

クラス月２，３回程度，小学校には各クラス月１，２回程度派遣して協同授業を実

施してきた。小学校の英語活動への関心が高まり，授業時数も増加してきている。

しかし，現状では，小学校では総合的な学習の時間において国際理解教育の一環と

しての学習にとどまり，また，中学校においても現在の授業時間数では自分の考え

を英語で伝えたり，相手と場面に応じて適切な表現を用いて的確に内容を伝えたり

するコミュニケーション活動を行うには十分とは言えない。国際人として次世代を

担い，倉敷市に貢献する人材の育成を目指して英語教育を推進していくためには，

小中学校で体系的にカリキュラムを編成し英会話に力を入れた内容を実施する必要

がある。 
したがって，倉敷市の「国際文化都市」構想に基づき，郷土に根ざした国際人と

して社会貢献できる人材育成を図るためには，小・中学校が連携して英語教育を推

進していることが効果的であると考え，小学校第３，４，５，６学年においては教

育課程に教科として「英語科」を位置付け，倉敷市としての独自のカリキュラムを

作成し，指導方法や教材開発，評価についても研究を進め，小学校での系統的な英

語教育の充実を図る必要があると考える。また，中学校においても小学校英語の到

達目標と連動して目標を設定し，英語科の内容の充実及び時間数の拡充を行い，ネ

イティブスピーカーの英語指導助手とのコミュニケーション活動を十分に行うこと

により生徒の実践的コミュニケーション能力を育成することが必要であると考える。 



 
 （２）教育課程の基準によらない部分 
   ① 小学校 
    ア 学校教育法施行規則第２４条 
      「小学校の教育課程は，国語，社会，算数，理科，生活，音楽，図画工作，

家庭及び体育の各教科，道徳，特別活動並びに総合的な学習の時間によって編

成するものとする。」に「英語」を加える。 
 
    イ 学校教育法施行規則第２４条の２に示されている別表第１を次のように改め 

る。 
 

必修教科の授業時数 

区分 
国 

 

語 

社 
 

会 

算 
 

数 

理 
 

科 

生 
 

活 
音 

 

楽 

図
画
工
作 

家 
 

庭 

体 
 

育 

英 
 

語 

道 
 

徳 

特
別
活
動 

総合

的な

学習

の時

間の

授業

時数

総
授
業
時
数 

第１学年 272 - 114 - 102 68 68 - 90 - 34 34 - 782

第２学年 280 - 155 - 105 70 70 - 90 - 35 35 - 840

第３学年 235 70 150 70 - 60 60 - 90 20 35 35 85 910

第４学年 235 85 150 90 - 60 60 - 90 20 35 35 85 945

第５学年 180 90 150 95 - 50 50 60 90 35 35 35 75 945

第６学年 175 100 150 95 - 50 50 55 90 35 35 35 75 945

 
    ウ 倉敷市小学校英語科カリキュラムに基づいて，目標や内容，内容の取り扱い

について定める。 
 
   ② 中学校 
     学校教育法施行規則第５４条に示されている別表第２を次のように改める。 
 

必修教科の授業時数 

区分 
国 

 

語 

社 
 

会 

数 
 

学 

理 
 

科 

音 
 

楽 

美 
 

術 

保
健
体
育 

技
術
・
家
庭 

外 

国 

語 

道 
 

徳 

特
別
活
動 

選択教

科等に

充てる

授業時

間数 

総合的

な学習

の時間

の授業

時数 

総
授
業
時
数 

第１学年 140 105 105 105 45 45 90 70 140 35 35 0-30 35-65 980

第２学年 105 105 105 105 35 35 90 70 140 35 35 35-85 35-85 980

第３学年 105 85 105 80 35 35 90 35 140 35 35 70-165 35-130 980



 
（３）要件適合性を認めた根拠 

    本事業は，文部科学省が策定したこれからの英語教育に大きな改善を求めた「英

語が使える日本人の育成のための戦略構想・行動計画」に基づいたものであり，現

学習指導要領の「生きる力」につながる確かな学力を身に付けさせる趣旨に沿って

実施するものである。学習指導要領に示された教育の最低基準性とも整合性が保た

れており，倉敷市が推進してきた英語教育と併せて本事業が推進しようとしている

英語教育は，学校教育法第１７条，第１８条，第３５条，第３６条に示された小･

中学校の目的や目標に合致している。 
    本事業の目標は，実践的コミュニケーション能力を身に付け，将来国際社会にお

いて社会貢献ができる人材の育成である。この目標の達成のために，構造改革特別

区域制度を導入することにより，小学校に「英語科」を新設したり，中学校の英語

科の授業時数を拡充したりすることは，「学問の自由を尊重し，実生活に即し，自

発的精神を養う」という教育基本法第２条，「国際協調の精神を養う」という学校

教育法第１８条第２項に合致する。 
    また，現在，倉敷市の小・中学校の総合的な学習の時間において年間２０時間程

度国際理解についての内容を扱っており，各教科・領域で身に付けた知識や技能を

相互に関連付けた学習活動を行うなど，そのねらいを達成している。本計画では総

合的な学習の時間を２０～３５時間削減するが，小学校における「英語科」の新設

や中学校における英語科の授業時間数の拡充によっても，異なる文化を持つ人々と

も相互理解を深め，お互いの文化や習慣を尊重していこうとする態度や郷土倉敷の

歴史，芸術，文化を再認識し外国の人に英語で伝える力を育成するという部分で総

合的な学習の時間と軌を一にしており，そのねらいを達成することが可能であり，

現行の学習指導要領と比べても問題はない。 
    このように，本要件は，教育基本法や学校教育法，学習指導要領が示す教育の目

標と合致するものであり，倉敷市の目指す「実践的コミュニケーション能力の基礎

を基盤としたより高い英語力」や「異なる文化を持つ人々とも相互理解を深めてい

こうとする態度」，「郷土倉敷の歴史，芸術，文化を再認識し外国の人に英語で伝え

る力」を身に付けた児童生徒の育成の実現に向けて，特区として英語教育を推進す

るために必要であると認める。特区として英語教育を推進する必要があると認める。 
 
（４）弊害の防止措置の内容 

    小学校の教科としての英語の導入については，中学校英語の単なる前倒しになら

ないように小・中学校の連携を図り，児童の英語や外国に対する興味・関心を引き

伸ばしながら，中学校においても意欲的に英語学習に取り組めるように年間指導計

画の作成や学習内容に工夫を凝らす。 
    市外からの転校生などの取扱いについては，個々の実態等を十分把握し，個別指

導に心掛けるなどの配慮を行う。 
 
 



 （５）計画初年度の教育課程の内容 
① 小学校 

     構造改革特別区域研究開発学校として小学校４校を指定し，第３学年から第６

学年の教育課程に「英語科」を新設し，第３学年から第４学年では年間２０時間，

第５学年から第６学年では年間３５時間の授業を行う。また，倉敷市小学校英語

科カリキュラムに基づき，系統的な指導計画のもと学級担任が授業を行い，１ク

ラス月平均２時間程度英語指導助手と協同授業も行う。 
 

ア 各学年の目標と題材 
学 年 目   標 主 な 題 材 

第３学年 

「英語にふれる」 

・ 歌やリズム遊び，ゲームなどの活

動を通して，英語独特の音声やリズ

ムにふれる。 
・ 外国の行事や習慣，歌，遊びなど

を体験する。 
 

・ あいさつ，自己紹介 
・ 数，色，学用品，乗り物 
・ 野菜，果物，動物 
・ 体の部位 
・ 家族 
・ ハロウィーン，クリスマス 
・ 日本の遊び，外国の遊び 

第４学年 

「英語に親しむ」 

・ 歌や言葉遊び，ゲームなどを通し

て，英語の音声やイントネーション

に気をつけながらまねる。 
・ 生活や習慣について外国との違い

に関心をもつ。 
 

・ あいさつ，自己紹介，体調 
・ 月，曜日，天気 
・ 家庭生活に関すること 
・ 数，時間，スポーツ 
・ 家族，周りの人々 
・ 好きなもの，嫌いなもの 
・ 外国の夏休みや年末年始 

第５学年 

「英語に慣れる」 

・ 基本的な英語表現に慣れ，簡単な

英語を聞いて意味を理解し，答えよ

うとする。 
・ 外国と日本の習慣や文化を比較

し，違いを知る。 
 

・ あいさつ，体調，家族紹介 
・ 誕生日，序数，時刻，天候 
・ 好きなもの，趣味 
・ 学校生活に関するもの 
・ 職業，施設，場所の名前 
・ 動作や状態を表す表現 
・ 外国の言葉，習慣，文化 

第６学年 

「英語を使う」 

・ 日常の生活場面に応じた英語表現

を聞いたり，話したりする。 
・ 身近なことや自分のことを簡単な

英語を用いて伝え合う。 
・ 習慣や文化の違いを尊重しなが

ら，コミュニケーションを図る。 

・ あいさつ，体調，他者紹介 
・ 季節，月日，時刻，天候 
・ 趣味，旅行，買い物，飲食 
・ 電話，訪問 
・ 社会生活に関すること 
・ 職業，施設，場所の名前 
・ 英語劇 

 



    イ 評価方法 
      学習内容に応じて行動観察，ワークシート，自己評価，相互評価などに基づ

いて評価を行う。 
 
   ② 中学校 

全中学校において英語科の授業時間数を全学年年間１０５時間から１４０時間

に拡充する。パイロット校として中学校２校を指定し，臨時免許状を有するネイ

ティブスピーカーを非常勤講師として配置し，各クラス週１時間程度，教科担任

として単独で授業を行ったり日本人英語教師と協同で授業を行ったりする。聞い

たり話したりする英会話を中心とした活動を通して，実践的コミュニケーション

能力の育成を図る。 
 
    ア 臨時免許状を有するネイティブスピーカーの非常勤講師による授業における

目標と内容 
学 年 目   標 主 な 内 容 

第１学年 

身近な暮らしに関わる英語表現を身

に付け，実際の場面に応じて会話がで

きる。 
 

・ 訪問，道案内 
・ 買い物，食事，パーティ 
・ 創作スキット 
・ トピックトーク 

第２学年 

事実関係を正確に伝えたり，自分の

気持ちを伝えるとともに相手の気持ち

を理解したりすることができる。 
 

・ ロールプレイ 
・ 創作英語劇 
・ インタビュー 
・ 課題解決型ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動 

第３学年 

身近な事柄や郷土倉敷等について，

自分の考えを伝えたり，情報発信した

りすることができる。 

・ ディベート 
・ スピーチ 
・ 英字新聞 
・ インターネット，E-mail 

 
    イ 評価方法 
      学習内容に応じて行動観察，ワークシート，自己評価，相互評価などに基づ

いて評価を行い，日本人英語科教員と協議を行い評価・評定に生かす。 


